
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 製品・サービス高付加価値化枠 グローバル枠 

要件 製品・サービスの高付加価値化 海外事業の拡大・強化に資するもの 

補助上限額 750万円～2,500万円 3,000万円 

補助率 
中小企業：1/2 

小規模・再生事業者：2/3 

中小企業：1/2 

小規模：2/3 

補助 

対象経費 

＜共通＞機械装置・システム構築費（必須） 、運搬費、技術導入費、知的財産権など関連経費、

外注費、専門家経費、クラウドサービス利用料、原材料費 

＜グローバル枠のうち海外市場開拓（輸出）に関する事業のみ＞海外旅費、通訳・翻訳費、

広告宣伝・販売促進費も利用可能 

※大幅な賃上げに係る補助上限額引上げの特例：大幅な賃上げに取り組む事業者について、従業員数規模に

応じて補助上限額を100～1,000万円引上げ 

※最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例：所定の賃金水準の事業者が最低賃金の引上げに取り組む場合、

補助率を2/3に引上げ 

活用イメージ１：デジタル技術を活用し金属加工プロセスをワンストップで 
① 人手不足と人材教育の課題を解決し品質も維持・向上 
② 製造現場の自動化が更に進展し生産効率がアップ 
③ 機械設備と作業者双方のエラーが低減し稼働率がアップ 
活用イメージ２：はきやすいズボンの通販で一躍成長、裁断工程刷新し年産 100万本へ 
① 国内で一貫生産した高品質ズボンの通販で成長 
② 次世代の経営をにらみ生地裁断の新工場、能力増強で年産 100万本へ  
③ SNS等を活用し若年女性や男性など新規顧客層開拓へ 
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-Point- 

22次締切：2026/1/30（金）  

ペンデル締切：12/26（金） 

●中小企業・小規模事業者が、生産性向上に資する革新的な
新製品・新サービス開発や海外需要開拓を行う事業のため
に必要な設備投資などに要する経費の一部を補助するこ
とで、中小企業者等の生産性向上を促進し経済活性化を実
現することを目的とした補助金 

 

新製品・サービスの開発やグローバル化対応に必要な設備投資などを支援 

 補助上限額・補助率・補助対象経費 

 基本要件 

①付加価値額の増加：付加価値額※の年平均成長率(CAGR)が3.0%以上増加 
※ものづくり補助金における付加価値額とは「営業利益＋人件費＋減価償却費」を指します。 
②賃金の増加：給与支給総額の年平均成長率が2.0%以上増加 or 1人あたり給与支給総額の年平均成長率
が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加 
③事業所内最低賃金水準：事業所の最低賃金を事業実施都道府県の最低賃金より30円以上アップすること 
④従業員の仕事・子育て両立支援（従業員が21名以上の場合）：次世代育成支援対策推進法に規定する「一般
事業主行動計画」の策定・公表を行うこと 
注意 ④に限り応募時点で達成する必要のある要件です 

 活用イメージ 

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 
 

 中小企業庁「ものづくり補助金総合サイト」 

https://portal.monodukuri-hojo.jp/index.html


 

●既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業
への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上
を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とする補助金 

※ご注意：補助金・助成金を受けるためには審査が必要です。要件に合致していたとしても、事業計画の内容によっては不採
択になる場合もあります。また、事業の着手は採択・交付決定の後に行わなければならないなど制約があります。 
※各補助金の詳しい内容については、ペンデル税理士法人までお問合せください。 

ペンデル税理士法人 TEL：03-5990-5910 FAX：03-5990-5909 WEB: https://www.pendel.jp/ 

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-2 新宿国際ビルディング5F 
我々は中小企業の経営上の課題に対し専門性の高い支援を行える国から認定された「経営革新等支援機関」です 

中小企業 新事業進出補助金 

 

補助率・補助上限額 
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既存事業と異なる事業への前向きな挑戦、新市場・高付加価値事業への進出を後押し 
 

-Point- 

第2回締切：12/19（金） 

ペンデル締切：12/5（金） 

補助上限額・補助率・補助対象経費 

補助 

上限額 

従
業
員
数 

20人以下 2,500万円（3,000万円） 

21～50人 4,000万円（5,000万円） 

51～100人 5,500万円（7,000万円） 

101人以上 7,000万円（9,000万円） 

補助率 1/2 

補助対象経費 

機械装置・システム構築費、建物費、運搬費、技術導入費、

知的財産権等関連経費、外注費、専門家経費、クラウドサ

ービス利用費、広告宣伝・販売促進費 

※大幅賃上げ特例適用事業者：事業終了時点で賃上げ特例要件を達成した場合は上記カッコ内の金額 

千葉県 中小企業成長促進補助金（第２弾） 
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省力化・業務効率化、生産性向上に必要な設備投資を補助 
 

●対象者は千葉県内に補助事業を実施する事業所を有する中小企業者等（中
小企業、個人事業主等） 

●積極的な賃上げや投資等を行う意欲の高い事業者の成長を促すため、中小
企業等が行う、省力化・業務効率化や生産性向上の実現に必要な設備投資
について補助 

 中小企業庁「中小企業新事業進出補助金」 

-Point- 

第2弾締切： 

12/19（金） 

ペンデル締切： 

12/5（金） 

 

 千葉県「中小企業成長促進補助金」 

 

補助率 1/2 

補助上限額 3,000万円（下限額500万円） 

補助対象経費 

① 機械装置等の購入、製作、改良に要する経費 

② 専用ソフトウェア・情報システム等の購入・構築に要する経費 

③ ①又は②の使用場所への導入に直接必要な運搬又は据付に要する経費 

 

基本要件 

①新事業進出要件 
②付加価値額要件 
③賃上げ要件 
④事業場内最賃水準要件 
 

⑤ワークライフバランス要件 
⑥金融機関要件 
＜賃上げ特例の適用を受ける場合の追加要件＞ 
⑦賃上げ特例要件 
 

https://www.pendel.jp/
https://shinjigyou-shinshutsu.smrj.go.jp/
https://j-lppf2.jp/chiba-seichosokushin/

